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1 計画の対象地区の範囲 

1.1 計画の名称 

本計画の名称は「中津南地区尾鳩地域地区防災計画」とします。 

1.2 計画の対象範囲 

尾鳩地区を対象とします。尾鳩地区は中津川市の南部に位置し、1～6 班と第 2 町会 A および B

の 8 班からなります。 

 

 

 

図 2-1 尾鳩地区位置図 図 2-2 尾鳩地区組織図 
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2 基本的な考え方 

2.1 基本方針 

私たちの住む尾鳩地域は中津川の扇頂部に位置し、地形的に土砂災害のリスクの高い場所とい

えます。 

高齢化が進み、防災情報の入手や避難の際の助けを必要とする人が多いという地域の現状を踏

まえて、いつ、誰が、何をできるかについて「尾鳩地区防災に関する話し合い」の場を通じて話

し合い、「中津南地区尾鳩地域地区防災計画」としてとりまとめました。 

計画に沿った活動の実践を通じ、要配慮者を含めた地域全員の防災、減災を目指して地域の防

災力を高めていきます。 

2.2 活動目標 

・防災情報を地区の中で共有し避難の判断に役立てます 

・早めの避難を心がけ、地区外のサンライフに避難します 

・要配慮者の避難について、早めの避難ができるよう家族、地区、中津川市、社会福祉協議会、

事業所等と普段から連携を図ります 

・王子エフテックス事務所を、地区外に逃げ遅れた場合の次善の策の避難場所として利用しま

す。 

・避難訓練を毎年実施し、継続して計画の見直しを行います 
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3 地区の特性 

3.1 自然特性 

中津地区の航空写真を見ると、中津地区は、恵那山(標高 2,191 m)と前山からの土砂を中津川と

四ッ目川が運び扇状地をつくっていることが良くわかります。また、そのむかし中津川駅周辺は、

沼地であり、現在も中津川駅近くでは湧水が出ていることから、扇状地の扇端であると推測でき

ます。中津川の右岸と四ッ目川左岸には、河岸段丘が存在することから、中津地区は、河川の中

と考えることができます。 

そのため、中津川の増水が予測される場合には、地区の外に逃げることが重要になります。 

 

 

出典：中津南地区尾鳩地域の防災 

「中津川市尾鳩地域防災を考える会」発行 

図 3-1 尾鳩地域の地形 
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出典：中津南地区尾鳩地域の防災 

「中津川市尾鳩地域防災を考える会」発行 

図 3-2 昭和３２年６月２７日の 

中津川氾濫時の様子 

 

恵那山の山頂から、木曽川にかけての一帯は、花崗岩類が分布します。花崗岩類は、地下の深

いところでマグマが冷えて固まったもので、日本各地にみられます。中津川流域や前山付近もこ

の地質が分布しています。 

花崗岩は性質の異なる鉱物で構成されており、それぞれの鉱物は熱に対する膨らみ方に差があ

るため、直射日光にあたるような温度差の大きい所では粒子間の結合が弱まって、表面がぼろぼ

ろになりやすい、つまり、風化しやすいという特徴があります。 

風化が進むと、非常にもろく崩れやすくなり、このようにして生じた白く粗い砂を真砂土（マ

サツチ）あるいは単に真砂と呼んでいます。中津川流域にも花崗岩類がマサ土化している場所が

たくさんあるので、中津川流域は地質的にみると土砂災害のリスクの高い場所という事が言えま

す。 

 

尾鳩地区の災害事例 

・昭和 7 年 8 月 26 日 四ツ目川災害時に戸沢川、入ヶ洞から土石流発生 

・昭和 32 年 6 月 27 日 中津川氾濫 

・平成 12 年 9 月 11 日～12 日 川上宮前橋、梶島橋が浸水 
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3.2 社会特性 

中津川市の総人口の推移をみると、平成 7 年の 85,387 人をピークに減少に転じ、その後、減少

基調で推移しています。増減率をみると、平成 26 年で若干上昇しましたが、平成 7 年のピーク以

降、増減率の低下の割合が大きくなる傾向にあります(図 3-3)。 

年齢別にみると、団塊の世代となる 60～64 歳、65～69 歳で他の年代より人数が多くなってい

る一方、就学や就職時における若い世代の市外流出の影響がある 20～24 歳、25～29 歳の年代の

人数は少なくなっています(図 3-4)。 

尾鳩地区もこれらに類する推移であったと推測できます。 

 

 
 

出典：総務省「国勢調査」（1980－2010） 

岐阜県「人口動態統計調査」（2014） 

出典：岐阜県「人口動態統計調査」

（2014） 

図 3-3 中津川市総人口の推移 

 

図 3-4 年齢別構成 
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3.3 想定される災害 

3.3.1 水害(浸水・河岸侵食) 

大雨などによって中津川の水位が上昇することにより、川からの水が居住地に流れこんだり、

川のそばが侵食されるおそれがあります。 

図 3-5 に昭和 32 年 6 月 27 日に発生した尾鳩地区での洪水被害写真を掲載します。この日の

最大時間雨量は 105mm(木曽川上流域)、連続雨量 355.8mm、日雨量 228.9mm でした1。今後、

同規模の降水がある場合は、中津川本川が氾濫するなどの被害が起こる可能性があると考えてい

ます。 

 

出典：中津南地区尾鳩地域の防災 

「中津川市尾鳩地域防災を考える会」発行 

図 3-5 昭和 32 年 6 月 27 に発生した洪水被害の様子  

                                                   

1 https://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/senmon/sabou0202/kiso/kiso_saigai.html 

(多治見砂防国道事務所ホームページ) 
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平成 12 年 9 月 11 日～12 日の東海豪雨の影響で、尾鳩地区の川上宮前橋と梶島橋が浸水しま

した。図 3-6 に被災写真を掲載します。中津川雨量計のこの期間の最大時間雨量は 33mm、連続

雨量 331mm、日雨量 171mm でした。 

 
図 3-6 平成 12 年 9 月 11 日～12 日の東海豪雨時の宮前橋の様子 

 

平成 25 年 9 月 16 日、台風 18 号が接近した際の中津川本川の状況を図 3-7 に示します。この

日の最大時間雨量は 46.5mm、総雨量は 102.5mm でした(気象庁データベース)。今後、同規模の

降水がある場合は、同じように中津川本川が増水することが推測できます。中津川本川が増水す

ることで、氾濫の危険性が高まります。 

 

図 3-7 平成 25 年 9 月 16 日の中津川（梶島橋直上）の状況  

平成25年9月16日 11:40
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3.3.2 土砂災害 

尾鳩地区で発生するおそれのある土砂災害には土石流、がけ崩れ、地すべりがあります。 

土石流とは、山腹、川底の石や土砂が長雨や集中豪雨などによって一気に下流へと押し流され

るものをいいます。その流れの速さは規模によって異なりますが、時速 20～40km という速度で

一瞬のうちに人家や畑などを壊滅させてしまいます。 

尾鳩地区内にある土石流の発生の危険性があり、人家に被害を及ぼす恐れのある渓流には戸沢

川、入ヶ洞、斧戸沢、杓子沢などがあり、土石流の土砂災害(特別)警戒区域に指定されています。 

 

  
 出典：「平成 30 年 7 月豪雨災害」（広島県,2019） 

図 3-8 土石流による被災イメージ(左)と実例 

 

崖崩れとは地中にしみ込んだ水分が土の抵抗力を弱め、雨や地震などの影響によって急激に斜

面が崩れ落ちることをいいます。がけ崩れは、突然起きるため、人家の近くで起きると逃げ遅れ

る人も多く死者の割合も高くなっています。 

尾鳩地区内には、1、2、4 東側の斜面、5 東側の斜面および 3 西側の斜面は、崩壊の恐れがある

斜面として、急傾斜地の土砂災害(特別)警戒区域に指定されています。 

 

  
 出典：「平成 30 年 7 月豪雨災害の記録」（広島市,2019） 

図 3-9 がけ崩れによる被災イメージ(左)と実例 
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地すべりとは、斜面の一部あるいは全部が地下水の影響と重力によってゆっくりと斜面下方に

移動する現象のことをいいます2。 

 

  
 出典：「地附山地すべり災害」（長野県,1993） 

図 3-10 地すべりによる被災イメージ(左)と実例 

 

図 3-11 は土砂災害警戒区域等に指定された土砂災害のある区域を示したハザードマップです。 

なお、本計画では、土砂災害の発生までに逃げる時間の余裕のなく、事前に避難が必要となる

事象(土石流、がけ崩れ)を対象としています。 

 

                                                   

2 「砂防の役割と対策」（国土交通省、http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/yakuwari.html） 
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出典：中津川市 

図 3-11 中津川市土砂災害ハザードマップ 
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図 3-12 に示す図は、昭和 7 年 8 月 26 日に発生した土石流が現在起こった場合に被害を及ぼ

す可能性がある範囲を推定したものです。 

 

 
出典：中津南地区尾鳩地域の防災 

「中津川市尾鳩地域防災を考える会」発行 

図 3-12 昭和 7 年 8 月 26 日に発生した土石流被害の範囲(推定) 
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3.3.3 深層崩壊 

深層崩壊は、斜面の基盤まで崩壊するため、斜面に森林があっても発生します。崩壊斜面下方

に河川がある場合、深層崩壊により、河道が閉塞することにより、くずれたり流されたりした大

量の土砂が、川をふさいで水の流れをせき止められることがあります。これを河道閉塞といいま

す。河道閉塞がおこると上流側で水がたまり天然ダムが形成されます。天然ダムが決壊すると中

津川での土石流が発生し、下流部で河川が氾濫するおそれがあります。図 3-13 に深層崩壊の事

例を示します。また、図 3-14 に深層崩壊渓流レベル評価マップを示します。図 3-14 によると、

中津川本川の上流部には、深層崩壊が発生する相対的な危険度がやや高い渓流が分布することが

分かります。 

 

  
図 3-13 深層崩壊の事例 

 

 
出典：「深層崩壊に関する渓流（小流域）レベルの調査について」 

中部地方整備局 

図 3-14 深層崩壊渓流レベル評価マップ  

○尾鳩地区

深層崩壊渓流レベル評価マップ

中津川流域



13 

3.4 防災マップ 

令和元年 10 月 31 日に行った「尾鳩地区防災に関する話し合い」で地区内の危険個所等につい

て話し合いました。尾鳩地区が被災する可能性がある災害として表 3-1 にまとめています。この

結果を基に、令和元年 12 月 8 日にまちあるきを行い、「身近に感じる危ないところ(赤色で表

記)」、「地区内で感じられる前兆情報(橙色で表記)」等を確認しました。これらをまとめたもの

を話し合い防災マップとしてまとめました(図 3-15)。避難については、指定避難場所であるサン

ライフに避難することを想定していますが、避難するまでに十分な時間がない場合の避難場所と

して、王子エフテックス㈱の事務所社屋や社宅、独身寮の上層階へ避難できるように、防災マッ

プに記載しています。 

防災マップを使って、自宅の位置、大雨のときに危険になる場所、避難場所を確認します。 

自分が住んでいる地域にどんな危険性があるのかを把握しておくことで、いざという時の早め

の行動につながります。 

 

表 3-1 尾鳩地区が被災する可能性がある災害 

災害の種類 班 

1 2 3 4 5 6 A B 

中津川本川の氾濫による浸水被害 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

入ヶ洞からの土石流 〇 〇  〇     

戸沢川からの土石流    〇 〇    

斧戸沢からの土石流   〇      

梶島橋の越水による集落の孤立   〇      

集落背後に隣接する斜面の崩壊 △  △ △ △    

農業用水路の越水 △ △  △ 〇    

〇：被災する可能性がある(全世帯) △：被災する可能性がある(一部世帯) 

 



14 

盛
土

梶
島
橋
が
渡
れ
な
く
な
る
と

孤
立
し
ま
す

斜
面
崩
壊

避
難
路
に
使
わ
な
い

(倒
木
や
斜
面
崩
壊
の
恐
れ
が
あ
る
)

土
石
流

上
流
部
で
発
生
し
た

深
層
崩
壊
に
よ
り
増
水
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

越
水
す
る
と
下
方
の

住
宅
に
被
害
が
出
る

越
水
す
る
と

道
路
が
川
の
よ
う
に
な
る

斜
面
崩
壊

河
川
に
よ
る
浸
食
で

道
路
が
崩
落
す
る
危
険
が
あ
り
ま
す

堤
防
が
低
い

土
石
流

土
砂
混
じ
り
の
水
が

道
路
を
流
れ
る

独
特
の
臭
い

崖
崩
れ
の
前
兆

擁
壁
の
水
抜
き
穴
か
ら
水
が
噴
き
出
す

河
川
の
流
量
の
増
加

土
石
流
発
生
前
の
地
響
き

集
水
桝
の
越
水

土
砂
混
じ
り
の
水
が

道
路
を
流
れ
る

恵
山
荘

斜
面
崩
壊

巨
礫
が
ぶ
つ
か
る
音

土
石
流
発
生
前
の
地
響
き

土
石
流
発
生
前
の
地
響
き

防
災
マ
ッ
プ

サ
ン
ラ
イ
フ

(恵
山
荘
か
ら
車
で

1
5
分

)

【
被
災
歴
】

中
津
川
本
川
氾
濫

に
よ
る
浸
水

x

x

中
州
で
地
盤
が
緩
い

崖
崩
れ
の
前
兆

擁
壁
の
水
抜
き
穴
か
ら
水
が
噴
き
出
す

斜
面
崩
壊

王
子
エ
フ
テ
ッ
ク
ス

土
石
流

危
な
い
と
こ
ろ

被
災
歴

地
区
内
の
避
難
場
所

前
兆
現
象

避
難
経
路

王
子
エ
フ
テ
ッ
ク
ス
の

社
宅

(上
層
階

)

王
子
エ
フ
テ
ッ
ク
ス
の

独
身
寮

(上
層
階

)

尾
鳩
地
区
か
ら
サ
ン
ラ
イ
フ
中
津
川
へ
の
経
路

災
害
の
種
類

班

1
2

3
4

5
6

A
B

中
津
川
本
川
の
氾
濫
に
よ
る
浸
水
被
害

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

入
ヶ
洞
か
ら
の
土
石
流

〇
〇

〇

戸
沢
川
か
ら
の
土
石
流

〇
〇

斧
戸
沢
か
ら
の
土
石
流

〇

梶
島
橋
の
越
水
に
よ
る
集
落
の
孤
立

〇

集
落
背
後
に
隣
接
す
る
斜
面
の
崩
壊

△
△

△
△

農
業
用
水
路
の
越
水

△
△

△
〇

図
 3

-1
5
 
防
災
マ
ッ
プ

 



 

4 防災活動の内容 

4.1 避難行動単位 

同一の避難行動をとる 3 つの避難行動単位を図 4-1 に示します。 

 
図 4-1 同一の避難行動をとる 3 つの避難行動単位 

  

恵山荘

王子エフテックス事務所

1班、2班、4班

・入ヶ洞からの土石流、
・戸沢川からの土石流、
・集落背後の斜面崩壊、
・農業用水路の越水
などの被災の恐れがある世帯

3班

梶島橋の越水により集落が孤立
する恐れがある世帯

5班、6班、第二町会

・中津川本川の氾濫による浸水
被害
・集落近傍の斜面崩壊
・農業用水路の越水
などの被災の恐れがある世帯
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4.2 防災情報の共有 

地区の高齢化に伴い、自ら防災情報の入手に手助けが必要な人がいることから、「避難情報」、

「気象情報」、「地区の情報」等の情報共有方法について予め定めます。 

 

 

図 4-2 情報伝達図 
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・大雨・洪水注意報
・大雨・洪水警報
・雨量情報
・河川水位情報
・土砂災害警戒情報
・道路通行規制情報

岐阜県総合防災ポータル (ホームページ)
・避難情報
・避難所開設情報
・岐阜県川の防災情報（雨量、水位）
・岐阜県土砂災害警戒情報
・川の防災情報（危機管理型水位計）
・危険度分布（洪水）
・危険度分布（浸水害）
・危険度分布（土砂災害）

ホームページ
・砂防ライブカメラ

近所の人

電話
声掛け

地区の情報

ホ
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ペ
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情
報

わたし

ホームページ、テレビ、ラジオ
・気象警報・注意報
・大雨・洪水警報の危険度分布
・土砂災害 /浸水害 /洪水
・気象情報
・台風情報
・指定河川洪水予報
・土砂災害警戒情報
・早期注意情報（警報級の可能性）
・レーダー・ナウキャスト(降水・雷・竜
巻)
・雨雲の動き（高解像度降水ナウキャス
ト）
・今後の雨（降水短時間予報）
・現在の雪（解析積雪深・解析降雪量）

中津川市役所

・中津川本川の増水の状況
(地区上流部・梶島橋)

・前兆現象

16 



 

4.2.1 防災情報の収集 

防災情報はすべての住民ができる限り、情報を収集する努力をします。防災情報は主に、防災

行政無線、テレビ(データ放送)、インターネット等で入手することができます。 

テレビのデータ放送やインターネットへのアクセスが難しい住民は、防災行政無線の戸別受信

機の設置を検討します(費用負担があるため、市と相談しながら進めます)。 

避難のきっけとなる防災情報には次のようなものがあります。 

(1) 避難情報 

1) 情報の種類 

・避難準備/高齢者等避難開始 

・避難勧告 

・避難指示(緊急) 

 

2) 収集方法 

・市民安全情報ネットワーク(メール) 

・防災行政無線 

・テレビ(データ放送) 

・インターネット 

 

3) 避難行動単位内での情報共有方法 

・いつから(要配慮者の有無によって避難準備情報から) 

・どのように(声かけ、電話) 

 

※行政からの情報を的確に認識し、安全側の行動を心がけます。中津川市では対象範囲を明ら

かにして避難情報を発令しています。そのため、データ放送等の情報で「中津川市に避難勧告」

と表示された場合も、尾鳩地区が対象でない可能性があるため、避難情報を中津川市のどこを対

象にしているのかを市民安全情報ネットワーク(メール)等で確認する必要があります。 

 
図 4-3 データ放送の画面 
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(2)気象情報 (気象庁) 

1) 情報の種類 

 ・大雨注意報・洪水注意報 

 ・大雨警報(土砂災害)・洪水警報 

 ・土砂災害警戒情報 

 ・大雨特別警報 

 ・記録的短時間大雨情報 

 

2) 収集方法 

・市民安全情報ネットワーク(メ

ール) 

 ・テレビ(データ放送) 

 ・インターネット 

 

3) 避難行動単位内での情報共有方法 

 ・各自で情報収集 

 

 

 

 

(3)土砂災害危険度判定メッシュ情報 

4) 情報の種類(土砂災害危険度判定メッシュ) 

 ・黄色メッシュ：注意 

 ・赤色メッシュ：警戒 

 ・桃色メッシュ：非常に危険 

 ・紫色メッシュ：極めて危険 

 

5) 収集方法 

・市民安全情報ネットワーク(メール) 

 ・テレビ(データ放送) 

 ・インターネット 

 

6) 避難行動単位内での情報共有方法 

 ・インターネット等で情報収集した人が声

掛け、電話 

 

  
出典：気象庁ホームページ 

図 4-4 注意報・警報 

 
 

出典：気象庁ホームページ 

図 4-5 危険度分布（土砂災害の危険度） 
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(4)地区の情報 

7) 情報の種類 

 ・雨量情報：「かおれ」、「四ツ目川遊砂工」、「サンライフ中津川」の時間雨量と降り始

めからの雨量を参考にします。 

 ・水位情報：「中津川」、「中津川(手賀野)」を参考にします。 

 ・前兆現象 

 

8) 収集方法 

 ・テレビ(データ放送) 

 ・インターネット(中津川市防災気象情報) 

 

※川の水位等は安全を確認したうえでその状況を把握する。川の水位を見に行くなど、自らが

情報を取りに行くことは非常に危険なため、絶対に行ないません。 

 

9) 避難行動単位内での情報共有方法 

 ・インターネット等で情報収集した人が声掛け、電話 

 ・前兆現象を確認した場合、速やかにその場を離れ、地区の住民に声掛けや電話をします。

また、中津川市役所にも連絡します。 

 

 

  
出典：中津川市防災気象情報ホームページ 

図 4-6 データ放送の画面 
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 (5)河川カメラ 

10) 情報の種類 

 ・砂防ライブ(多治見砂防事務所) 

 ・河川カメラ(岐阜県) 

 

11) 収集方法 

 ・インターネット 

 

12) 避難行動単位内での情報共有

方法 

 ・インターネット等で情報収集した

人が声掛け、電話 

 

4.2.2 防災情報の伝達 

防災情報の伝達方法としては、尾鳩地区内での電話連絡やメールの一斉配信が有効です。今後、

連絡網の整備を行い、防災情報を尾鳩地区内で円滑に共有できるように努めます。 

さらに、中津川本川の河川が増水した場合に河川近傍の住人が情報を収集・発信し、尾鳩地区

内で情報が共有できるよう体制構築に努めます。 

また、近年、突発的な短時間の豪雨が増えていることから、降雨予測情報をテレビやインター

ネットから入手します。 

  

 
出典：多治見砂防国道事務所ホームページ 

図 4-7 河川カメラの画像 
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4.3 避難行動計画(タイムライン) 

尾鳩地区の避難行動計画を作成しました(図 4-8)。 

避難行動計画には、 

・行動のきっかけ（いつ） 

・対応の役割分担（だれが） 

・どのように行動するか（何をする、どこへ行く）について、雨の降り方や避難警戒レベルの

変化に合わせた行動を時系列で記載しました。 

近年、突発的な短時間の豪雨が増えています。避難に余裕がない場合の対応についても事前に

確認が必要です。 

 

・避難するのに十分な時間がある

と考えられる場合 

⇒【サンライフ】 

・充分な時間はないが、近くの安

全な場所に避難する場合 

⇒【王子エフテックス㈱の事務所、社宅、独身寮】 

・万が一逃げ遅れ、避難が危険な

場合 

⇒【自宅の安全な場所】 

命を守るための最善の行動 

(土砂災害：山からできるだけ離れた部屋などへの移動) 

(洪水：屋内の高いところ) 

 

なお、地区の危険信号の目安を次の通りとして、声掛けを行い、全員避難します。 

・降り始めからの雨量が 250mm を超えた場合 

・河川ライブ中津川で著しく水位が上昇した場合 

「自らの命は自らが守る」意識を持って、自らの判断で避難行動をとります。 
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図 4-8 尾鳩地区の避難行動計画  
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4.4 要配慮者支援 

要配慮者とは、高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦など、災害時において特に配慮を要する人の

ことです。要配慮者は避難に時間がかかる場合があります。そのため、通常の避難のきっかけよ

り早く避難行動を開始します。 

尾鳩地区では、要配慮者への支援として「声掛けをして逃げる」というルールがあります。今

後は、家族が仕事などで外出しており、子どもが 1 人で在宅する場合など支援が必要な要配慮者

への支援方法を検討します。 

中津川市から避難勧告・避難指示が発令された場合、近隣で災害が発生した場合など、被災リ

スクが高まった場合や地区外に逃げ遅れた場合などには、地区住民同士で助け合い、避難時に支

援が必要な人を安全な場所へと避難させます。 

さらに、円滑に要配慮者を支援できるように、住民支えあいマップを作成し、随時更新します。 

今後中津南地区社協と協力し、住民流支え合いマップの作成するための準備を行います。支え

あいマップには、以下の項目を記載することを計画しています。 

1．命のバトン配布者 

2．70 歳以上の方 

3．要配慮者 

4．介護認定者 3 以上の方 

5．90 歳以上の方 

6．高齢者ふれあいサロンへの参加者 

7．70 歳以上で一人暮らしをされている方 

8．集会所の位置 

9．定期バスのバス停、バス路線  
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4.5 「介護認定」3 以上の方の支援 

尾鳩地区には、要配慮者のうち、一人での避難が困難なため、避難時に支援が必要な人（要介

護認定３以上の人など）がいらっしゃいます。 

尾鳩地区では、このような方々が安全に避難できるよう「避難時に支援が必要な人のための避

難行動計画」を作成しています（図 4-9 参照）。 

この避難行動計画では、台風接近時の事前調整（情報収集や避難先の確保など）をご本人やご

家族が担当のケアマネージャーと調整することと位置付けています。 

中津川市から避難勧告等が発令されるなど、被災リスクが高まった場合や、すでに災害が発生

し地区外に逃げ遅れた場合などには、地区住民の皆さんで助け合い、避難時に支援が必要な人を

安全な場所へと避難させましょう。 
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時間
(目安)

避難情報
(中津川市)

気象情報
(気象庁)

警戒
レベル

避難行動の
きっかけ
になる情報

避難準備・
高齢者等
避難開始

避難勧告

避難指示
（緊急）

レベル2
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難
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認

レベル4

災害発生の
３時間前の
イメージ

災害発生の
2時間前の
イメージ

災害発生の
1時間前の
イメージ

大雨洪水
注意報

大雨警報
（土砂災害）

土砂災害
警戒情報

避難先本人・家族の行動地区の情報
(前兆現象)

大雨の数日
～1日前

台風予報

レベル3

避難完了目標（災害発生前）

高
齢
者
避
難

全
員
避
難

尾鳩地区内 尾鳩地区外

資料4

危ない状況

極めて
危ない状況

かなり
危ない状況

発災に対する
注意が高まる

← 自ら取りに行く情報
→ 市などから受け取る情報

◯避難先の確保
・地区外の親族宅への受入依頼
・ケアマネージャへの調整依頼
※ケアマネージャーは福祉施設へ空き状況を確認

・宿泊施設の利用検討（ホテルの予約など）

◯避難方法の確認(予めケアマネージャーと相談)
・移動手段の確保（車、タクシー、福祉車両など）
・避難支援者の確保（家族・親族、地区住民など）

１．避難先、避難方法の調整

◯避難する前や避難中に災害が発生したり、道路が
寸断され地区外への避難が困難な場合には、地区内
の安全な場所へ緊急避難

地区外に逃げ遅れた場合

事前に確保し
た避難先
親族宅
福祉施設
宿泊施設
など

サンライフ
(指定避難所)

地区内の比
較的安全な
場所（自宅
の２階等）

台風予報、
大雨注意報
などの気象
情報

◯避難の開始
市から発表される避難準備・高齢者等避難開始や気象
台から発表される大雨警報、地区の危険信号（中津川
の水位や雨量計情報、湧水など）をきっかけに避難を
開始

２．避難行動開始

◯地区住民と避難
避難勧告・避難指示（緊急）や土砂災害警戒情報が発
表され被災リスクが高まったときは、地区住民と一緒
に地区の定めた避難所に避難

３．被災リスクが高まった場合

避難準備・
高齢者等避
難開始や大
雨警報、地
区の危険信
号など

避難勧告・
避難指示
（緊急）や
土砂災害警
戒情報など

福祉避難所
（市が開設）

避難所生活が困難な場合、
要介護者の健康状態に配
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事前に確認
した避難方
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地区住民の
協力を得て
一緒に避難

テレビ
ラジオ
パソコン
スマホ
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防災行政無
線、広報車、
地区住民か
らの声かけ
など

テレビ、パ
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マホのほか、
防災行政無
線、広報車、
地区住民か
らの声かけ
など

0．事前準備
◯避難情報の入手手段確認、確保
・避難行動のきっかけになる情報の種類、内容を確認
・防災メール登録など、避難に必要な情報入手手段を確保
・親族やケアマネージャー等避難支援者との関係構築

平 時

レベル5

「介護認定」3以上の方

「介護認定」3以上の方の
避難支援は

家族が責任をもって行う

予め調整の
最終期限を伝える

小

被
災
リ
ス
ク

大

災害
発生

家族が同伴し、
サンライフへ
避難する

ステイ先が決まらない場合

尾鳩地区
雨量計

中津川本川水位
(梶島橋)

湧水等

降り始めからの
雨量が250mmを

超えた場合

河川ライブ中津川
で著しく水位が上
昇したことを確認

した場合

土砂災害
危険度判定
メッシュ情報
（岐阜県）

避難行動計画(案)台風が近づいているとき

極めて危険

警戒

非常に
危険

極めて
危険

危険

図 4-9 尾鳩地区の避難行動計画(「介護認定」3 以上の方) 
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4.6 専門家の助言 

地区防災計画の作成・見直しにあたっては、下記に想定される内容について、土砂災害の専門家

に助言・支援を求め、連携を図っていきます。 

 

 ・避難行動のきっかけとなる避難情報、気象情報、地区の情報等の情報共有について 

 ・近年の異常気象に伴う避難行動計画について 

 ・要配慮者、介護認定者の避難方法について 

 ・地区防災計画の見直しに反映できる、地区が主体となった避難訓練と検証方法について 

 

表 4-1 専門家の連絡先 

名   称 連 絡 先 

多治見砂防国道事務所  

岐阜県砂防課  

砂防ボランティア協会  

名古屋大学 田中准教授  

※連絡先は各機関に確認後、了承を得たのちに記載します。 
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4.7 国・県、市町村、関連団体、地元企業等との連携 

今後も、地域の防災力が高まるよう、国・県・市町村、関連団体、地元企業等との連携を進めてい

きます。下記に話し合いで挙がった具体例を記載します。 

 

行政 ・梶島橋への水位標の設置 

・サンライフの避難資機材の整備 

・避難所体験宿泊 

中津南地区社会福祉推進協議会 ・住民流支え合いマップの作成、更新 

王子エフテックス㈱ ・梶島橋付近の夜間照明の常時点灯 

・避難場所の提供 

・避難時の支援（人材、車両など） 
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5 実践と検証 

5.1 防災訓練の実施・検証 

毎年実施されている中津川市総合防災訓練に積極的に参加し、防災訓練後に、防災訓練で分かっ

た地区の課題について話し合う場を持ちます。必要に応じて、行政関係者や砂防ボランティア協

会等の専門家の助言を得るように努めます。住民一人一人が、地区の抱える課題を把握し、地区

防災計画の改善に努めます。 

具体的には表 5-1 の年間計画に従って行動します。 

 

表 5-1 年間計画 

時期 梅雨前 梅雨～台風時期 乾季 年度末 

行動 避難訓練 計画の実践 実践の振返りと課

題の抽出 

計画の見直し 

 

5.2 防災意識の普及啓発 

防災意識の普及啓発のために、中津川市総合防災訓練、中津南地区防災フェスティバル等に積極

的な参加を呼び掛けます。 

尾鳩地区ではこれまでに、防災活動として、防災パトロール、防災学習、草刈、清掃活動などの防

災活動を行ってきました。今後もこれらの活動を継続し、避難所体験宿泊など新しい活動を取り入

れながら、さらなる充実を図ることで、防災意識の向上に努めます。 

また、家族や地域内の人たちと防災について話し合う機会を増やすよう務め、防災を意識づける

よう心がけます。 

5.3 計画の見直し 

実効性の高い地区防災計画となるよう、年 1 回の避難訓練を実施し、計画検証を行った上で、必

要に応じて見直しを行います。 

具体的には、 

・活動の対象範囲や活動体制(役割分担) 

・高齢化や要介護の方の状況、避難行動時の課題や問題点など地域の実情の変化 

・長期的活動予定と現実との相違 

・防災訓練、備蓄等の事前対策、教育・訓練等の状況 

などです。 
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◆改訂履歴 

版 改定年月日 主な改定内容 

初版  策定 
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巻末資料 
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防災行政無線 

防災行政無線は、市民の生命、安全を守るために必要な「緊急情報」を迅速に伝える

ものです。音声放送を聞き漏らしたり、よく聞こえなかった場合は、以下の電話番号で

音声放送のテレホンサービスをご利用下さい。 

【電話番号：０５７３－６５－０３７０】 

インターネット 

インターネットを通じて、土砂災害に関する警戒情報を入手することができます。 

1) 中津川市公式ホームページ 

中津川市に関する防災情報は下記ホームページに【防災に関する情報】としてまとめ

られています。 

http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/page/070305.html 

 

 
出典：中津川市ホームページ 

図 1 中津川市に関する防災情報 
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2) 中津川市防災気象情報 

中津川市防災気象情報のホームページ(http://www.micosfit.jp/nakatugawa-city/)で

は、天気予報、注意報警報、地震・台風、雨量情報などが入手できます。 

 

 
図 2 中津川市防災気象情報トップページ 

 

 
図 3 警報・注意報 
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図 4 短時間降雨予測 

 
図 5 雨量情報 
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3) 気象庁 

気象庁のホームページ(https://www.jma.go.jp/jma/index.html)では、気象情報のほか、

様々な防災情報を入手できます。 

 

 

図 6 気象庁が発表する防災情報 
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図 7 台風情報 

5 日先までの強度を含む台風予報は、1 日 4 回発表します。 

 

 
図 8 危険度分布（土砂災害の危険度） 
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図 9 注意報・警報 

 

4) 岐阜県川の防災情報 

岐阜県川の防災情報(https://www.kasen.pref.gifu.lg.jp/#/camera)は、河川カメラ、川

の水位情報、氾濫の危険性に関する情報、河川情報などの情報を入手できます。 

また、多治見砂防事務所のホームページでも河川カメラの静止画を確認できます。 

中津川上流：https://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/desk/sabou_004.html 

中津川第一：https://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/desk/sabou_005.html 

 

 
図 10 岐阜県川の防災情報トップページ 
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図 11 水位情報 

 

5) ぎふ土砂災害警戒情報ポータル 

ぎふ土砂災害警戒情報ポータルのホームページ(http://alert.sabo.pref.gifu.lg.jp/#)で

は、土砂災害警戒情報、雨量情報、水位情報などを入手できます。 

 

 
出典：ぎふ土砂災害警戒情報ポータルトップページ 

図 12 ぎふ土砂災害警戒情報ポータルトップページ 
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図 14 河川カメラ 

 

 
図 14 河川カメラ 
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図 15 川の水位情報(落合) 

 

6) その他 

インターネットでは多くの防災情報が公開されています。防災情報が充実しているサ

イトとして、下記の 2 つを紹介します。 

例：あなたの天気・防災(NHK)、Yahoo 天気予報・防災 

 

7) 市民安全情報ネットワーク 

市民安全情報ネットワークは、災害や犯罪といった身の回りの情報や学校・地域から

のお知らせなど、地域に密着した情報をメールでお知らせするシステムです。お手持ち

の携帯電話やパソコンのメールアドレスを登録することで、受信することができます。 

 

【登録方法】 

下記、ホームページから必要な情報を登録します。 

https://m.sugumail.com/m/nakatsugawa/home 

 

【入手できる防災情報】 

・火災情報 

・地震情報 
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・中津川市の警報情報 

・中津川市の注意報情報 

・土砂災害警戒情報 

・雨量情報 

・水位情報 

 

防災情報のほかに、生活安全情報、地域情報、学校・園情報を受け取ることができます。 
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テレビ 

災害の危険性が迫っているときには、テレビのデータ放送を使って、河川の水位・雨

量や避難情報などが確認できます。 

 

操作方法（以下の手順で避難情報・開設避難所を確認できます） 

１) ｄ（データ）ボタンを押す(※機種によってボタンの位置・標示は異なります) 

 
 

２) メニューから「地域の防災・生活情報」を選択 
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３) 「警報・注意報」、「避難指示・勧告」、「河川水位・雨量」などを選択 

 
※災害発生時は操作方法が異なる場合があります 

図 17 データ放送の使い方 

 

 

 

 

 

 


